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２．「クーリングシェルター」および「涼みどころ」の協力施設を募集しています 

  

 本市では、本年４月に施行された改正気候変動適応法に基づき、市域における一部の施設を「ク

ーリングシェルター（指定暑熱避難施設）」として指定しています。また、独自の取り組みとして、

暑さをしのぎ涼しく快適に一時休憩できるための施設を「涼みどころ（指定暑熱一時休憩所）」と

して指定し、市民等の熱中症による健康被害の防止に努めています。 

 市民の生命と健康を守る趣旨に賛同し、「クーリングシェルター」および「涼みどころ」の指定

にご協力いただける民間施設を募集しています。 

  

「クーリングシェルター」および「涼みどころ」の指定要件 

 ⑴ 適当な冷房設備を有すること 

 ⑵ 市民等の滞在のために供すべき部分について、必要かつ適切な空間が確保できること  

 ⑶ 「クーリングシェルター」として指定された施設は、熱中症特別警戒アラート発表時におい

て、公表する開放日および開放時間帯・受入可能人数の範囲で必ず開放できること 

   また、熱中症警戒アラート発表時において、通常の開館(営業)日、開館(営業)時間において

開放できること 

 ⑷ 「涼みどころ」として指定された施設は、熱中症(特別)警戒アラート発表時に

おいて、通常の開館(営業)日、開館(営業)時間において開放できること 等 

 ※ 詳細は市ホームページに掲載。 

 

実施内容  ・熱中症(特別)警戒アラート発表時の施設の開放 

      ・のぼり旗の掲示（一部施設を除く） 

  

運用期間  令和６年４月２４日（水）～１０月２３日（水） 

  

申込・問合せ先  環境対策課 脱炭素社会推進室 

 

① 市ホームページ等から閲覧できる「おおいたマップ」(地図情報サービス)でも、

「クーリングシェルター」や「涼みどころ」の指定施設を確認できます。 

 

②「大分市防災メール」で受信できる情報に「熱中症警戒情報」が追加されました。 

  熱中症(特別)警戒アラート発表時に情報を受け取れますので、登録をお願いします。 

  ※右の二次元コードを読み取り、空メールを送信して、登録手続きを行ってください。 

 

                    【環境対策課 脱炭素社会推進室  内線１５１９】 

令和６年７月 市長定例記者会見 資料２ 

市ホームページ 

《そ の 他》 

おおいたマップ 
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◎指定箇所一覧（７月２４日現在） 

 

①クーリングシェルター ２９カ所 

（公共施設：２６カ所） 

  

（民間施設：３カ所） 

  

②涼みどころ ８０カ所 

（公共施設：７カ所） 

  

（民間施設：７３カ所） 

 

・荷揚複合公共施設 ・鶴崎市民行政センター ・大南市民センター ・稙田市民行政センター 

・大在市民センター ・坂ノ市市民センター ・佐賀関市民センター ・野津原市民センター 

・大分東部公民館 ・大分西部公民館 ・大分南部公民館 ・南大分公民館 

・鶴崎公民館 ・大南公民館 ・稙田公民館 ・大在公民館 

・坂ノ市公民館 ・野津原公民館 ・明治明野公民館 ・J:COM ホルトホール大分 

・コンパルホール ・市教育センター ・市歴史資料館 ・市美術館 

・市上下水道局本庁舎 ・市保健所   

・イオンモール株式会社 大分オーパ 

・株式会社トキハインダストリー あけのアクロスタウン 

・株式会社ミスターマックス ミスターマックス西大分店 

・市民活動・消費生活センター(ライフパル) ・宇曽山荘 ・JX 金属 関崎みらい海星館 

・海部古墳資料館 ・高崎山おさる館 ・丹生温泉 ・アートプラザ 

・株式会社トキハインダストリー 市内１０店舗 

  トキハインダストリー若草公園店、南大分店、富士見が丘店、アムス大在店、春日浦フードスタジアム 

  アテオ下郡店、南明野店、高江店、学園台センター、光吉店 

・株式会社サンリブ 市内３店舗 サンリブＢＵＯＮＯ萩原、サンリブ明野、サンリブわさだ 

・日本郵便株式会社 市内郵便局 ６０カ所 


